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条件明示書 
（広島高速情報板中央装置調達（更新）） 

 

１．試験運用開始時期について 

情報板中央装置の試験運用開始時期は次のとおり見込んでいる。ただし、関係機関との協議・調整等

により、試験運用開始時期の変更が必要となった場合には、別途協議するものとする。 

(1) 令和 3年 3月 8日～ 

 

２．関連業者について 

受注者は、本業務と関連する関係者と十分に協議のうえ、相互協力して円滑な履行に努めること。 

関係者として、以下を見込んでいる。 

(1) 公社保守業者（電気通信設備保守点検等） 

(2) 公社交通管制業者 

(3) 西日本高速道路㈱ 中国支社 

(4) 国土交通省 中国地方整備局 

(5)  その他 令和 2年度設備更新工事等受注者 


